
 

 

 

 

令和２年度 

社会福祉法人等指導監査結果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井県健康福祉部地域福祉課 

 



 

目  次 

 

 

第１章 指導監査の概要 ・・・・・・・・・・・・  １ 

 

第２章 社会福祉法人 

 Ⅰ 指導監査の重点事項 ・・・・・・・・・・・  ３ 

 Ⅱ 指導監査結果 ・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

  １ 指導監査の実施状況 ・・・・・・・・・・  ３ 

  ２ 文書指摘・指導事項の延べ件数 ・・・・・  ３ 

  ３ 主な文書指摘・指導事項 ・・・・・・・・  ４ 

 

第３章 社会福祉施設 

 Ⅰ 指導監査の重点事項 ・・・・・・・・・・・  ６ 

 Ⅱ 指導監査結果 ・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

  １ 指導監査の実施状況 ・・・・・・・・・・  ６ 

  ２ 文書指摘・指導事項の延べ件数 ・・・・・  ７ 

  ３ 主な文書指摘・指導事項 ・・・・・・・・  ８ 

 

第４章 介護保険施設等 

 Ⅰ 指導監査の重点事項 ・・・・・・・・・・・ １１ 

 Ⅱ 指導監査結果 ・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

  １ 指導監査の実施状況 ・・・・・・・・・・ １１ 

  ２ 是正および改善を要する事項の延べ件数 ・ １２ 

  ３ 主な是正改善・指導事項 ・・・・・・・・ １２ 

  ４ 自主返還状況 ・・・・・・・・・・・・・ １８ 

 

第５章 障害福祉サービス事業者等 

 Ⅰ 指導監査の重点事項 ・・・・・・・・・・・ １９ 

 Ⅱ 指導監査結果 ・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

  １ 指導監査の実施状況 ・・・・・・・・・・ １９ 

  ２ 是正および改善を要する事項の延べ件数 ・ ２０ 

  ３ 主な是正改善・指導事項 ・・・・・・・・ ２１ 

  ４ 自主返還状況 ・・・・・・・・・・・・・ ２３ 



 

 

１  

 

通常実施分 特別実施分

社会福祉法第５６条

保護施設 生活保護法第４４条

老人福祉施設（養護老人ホーム） 老人福祉法第１８条

老人福祉施設（軽費老人ホーム）

身体障害者社会参加支援施設

児童福祉施設
児童福祉法第４６条
認定こども園法第１９条

介護保険法第２４条、
第７６条等

障害者総合支援法第１１条、
第４８条等

介護保険施設等

障害福祉サービス事業者等

社会福祉施設

指導監査
種別 指導監査の根拠法

社会福祉法第７０条

社会福祉法人

一般監査 特別監査

実地指導
集団指導

監査

第１章 指導監査の概要  
 

Ⅰ 指導監査とは？ 

  社会福祉法人や社会福祉施設については、介護保険制度の施行をはじめとした、福祉

サービスにおける措置から契約制度への移行や、企業会計の考え方を取り入れた会計基

準の導入などにより、専門的かつ効率的な指導監査の実施が必要となっている。 

  県では、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、関係法令や通

知等に基づき、適切な助言・指導を実施することとしている。 

 

Ⅱ 指導監査の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「社会福祉施設」とは、社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業を実施する施設の

うち、介護保険施設等および障害福祉サービス事業者等以外の施設をいう。 

 

Ⅲ 令和２年度指導監査実施数 

１ 通常実施分（一般監査、実地指導） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「対象数」には、市所管の社会福祉法人および市町指定の施設等は含まれない。 

対象数 R2実施数

58 7

保護施設 1 0

老人福祉施設（養護老人ホーム） 7 1

老人福祉施設（軽費老人ホーム） 11 2

身体障害者社会参加支援施設 1 1

児童福祉施設 302 302

847 118

575 101

種別

社会福祉法人

社会福祉施設

介護保険施設等

障害福祉サービス事業者等
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２ 通常実施分（集団指導） 

  例年、当該年度の実地指導における主な是正改善・指導事項について説明を行って

いる。 

  しかし、令和２年度は令和元年度と同様、新型コロナウイルス感染拡大防止を鑑み、

介護保険サービス事業者向け、障害福祉サービス事業者向けともに資料のみＨＰに掲

載する形式となった。 

 

３ 特別実施分（特別監査、監査） 

   法人運営や施設運営に不正等があったと疑われる場合や、苦情等各種情報により、

事業所等の指定基準違反等の疑いがある場合に、特別監査等を実施する。 

   令和２年度は、介護保険サービス事業者について１施設に監査を実施した。 
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第２章 社会福祉法人 
 

Ⅰ 指導監査の重点事項 

令和２年度の社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法人制度改革の内容を踏ま

え、以下の項目を重点項目として実施した。 

１）経営組織のガバナンスの強化 

２）事業運営の透明性の向上 

３）財務規律の強化 

４）資産管理 

 

Ⅱ 指導監査結果 

１ 指導監査の実施状況 

  県所管５８法人のうち２０法人に対し指導監査を計画していたが、新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響により指導監査の延期等を行った結果、７法人の実施に留まった。 

７法人すべてに対し文書指摘を行い、改善報告を求めた。 

  

対象数 実施数 文書指摘 口頭指摘 助言

7 7 6

113 34 13
58 7

監査実施（法人数） 指摘状況（上段：法人数、下段：指摘件数）

 

  ※文書指摘…国の指導監査ガイドラインの指摘基準に該当する事項 

口頭指摘…違反の程度が軽微である事項または文書指摘を行わなくても改善が 

見込まれる事項 

助  言…上記指摘基準に該当しないが、法人運営に資すると考えられる事項 

 

 

２ 文書指摘事項の内容別延べ件数 

   文書指摘事項のあった７法人について、内容別の延べ件数は次のとおりである。  
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指摘件数 2 3 12 4 0 21 0 1 6 82 3 92 113
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３ 主な指導事項 

文書指摘および口頭指摘事項の主な内容は、次のとおりである。 

 

【組織運営】 

① 定款 

・基本財産について、定款に記載漏れのないよう注意すること。 

 

②役員構成等 

・評議員、理事および監事の選任するに当たっては、欠格事由や特殊関係の有無に

ついて、誓約書や履歴書等など何らかの方法により確認を行うこと。 

 

③理事会・評議員会 

・理事（評議員）会の欠席が継続している者については、出席義務が果たせるよう、

日程調整を行う等の配慮をするとともに、実質的に出席がかなわない者がいる場

合は、改選時に適任者への変更も含め検討すること。 

・評議員会の開催については、招集通知に記載しなければならない事項（日時およ

び場所等）を理事会で決定した上で、招集すること。 

・評議員会において理事および監事が選任された直後に開催された理事会に関して、

１週間前までに各理事および監事に対して召集が通知されていなかった。理事お

よび監事の全員の同意がある場合は、招集通知を発出せずに理事会を開催するこ

とが可能であることにも留意すること。 

・議決を省略した場合においても議事録を作成し、理事会の決議があったものとみ

なされた日から 10年間、主たる事務所に備え置くこと。 

・理事長および業務執行理事は、定款の規定に従い、３か月に１回以上または毎会

計年度に４月を超える間隔で２回以上職務の執行状況を理事会に報告すること。 

 

④その他 

・基本財産等の財産の現況を把握し、定款や財産目録への計上漏れ等がないように、

適正に管理すること。 

・事業区分、拠点区分およびサービス区分について、国の通知等の基準（特養や有

料老人ホーム等は同一種類の施設を複数経営する場合、それぞれの施設ごとに独

立した拠点区分とする等）に従い、適切な区分を設定すること。 

・インターネット利用により公表する定款は、常に最新のものを公表すること。 

 

【管理】 

① 資産管理 

・定款上の基本財産の記載に誤りがあるため、不動産登記簿と合致させること。 
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②会計管理 

・各拠点区分に適切に会計責任者・出納職員を配置し、辞令を交付すること。また、

拠点区分が複数あり、会計責任者を複数名配置している場合には、法人の経理事

務に関する統括責任者として統括会計責任者を設けること。 

・経理規程の内容が、法令、関係通知等に反している事例が認められたので、社会

福祉法人制度改革を踏まえた新モデル経理規程を参考に、経理規程の改正を行う

こと。 

・小口現金払出しにおいては、払出し時に小口現金出納帳に記入し、常時、現金と

帳簿残高を一致させておくこと。 

・日々収納する現金については、現金出納帳を作成し、適正な管理を行うこと。ま

た、経理規程で定めた日数を超過して金融機関に預け入れしている事例が認めら

れたので、経理規程に基づいた取扱いを行うこと。 

・財産目録および貸借対照表と預金残高証明書の残高が一致していない事例が認め

られた。決算書の修正が必要な場合は、理事会および評議員会の承認を得て修正

すること。 

・計算書類に対する注記や附属明細書における記載金額を、計算書類の金額と一致

させること。 

・必要な附属明細書を作成していない事例が認められた。法人全体で作成する附属

明細書および拠点区分で作成する附属明細書を作成し保管すること。 

・経理規程で定める入札すべき金額の工事・物品購入については、入札を実施する

こと。適切な理由により随意契約を行う場合は、その理由を記録として残すこと。 
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第３章 社会福祉施設 
 

Ⅰ 指導監査の重点事項 

令和２年度の社会福祉施設に対する指導監査は、以下の項目を重点項目として実施し

た。 

１）適正な施設運営の確保 

２）利用者の処遇の充実 

３）利用者の人権尊重・虐待の防止 

４）感染症等の予防対策等への取組み強化 

５）防災対策の充実強化 

６）防犯対策の充実強化 

７）福祉サービスの質の向上への取組み 

 

Ⅱ 指導監査結果 

１ 指導監査の実施状況 

  ３０６の社会福祉施設に対する一般監査を実施した。そのうち、１４施設について

文書指摘し、改善報告を求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※文書指摘…法令や定款など重要な事項の違反で、文書による速やかな改善報告を求

めるもの 

   文書指導…上記以外の違反で、比較的軽微なもの 

うち改善報告
を求めたもの

保護施設 1 0 0 0 0

老人福祉施設 18 3 2 1 1

　　養護老人ホーム 7 1 1 0 0

　　軽費老人ホーム（Ａ型） 2 1 0 0 1

　　軽費老人ホーム（ケアハウス） 9 1 1 1 0

身体障害者社会参加支援施設 1 1 0 0 1

児童福祉施設 302 302 65 13 237

　　児童厚生施設（児童館）
　　（民営） 49 49 1 0 48

　　児童厚生施設（児童館）
　　（公営） 51 51 4 1 47

　　児童入所施設（児童養護施設、

　　乳児院、母子生活支援施設）（民営） 8 8 1 0 7

　　認可保育所（民営）
51 51 22 2 29

　　認可保育所（公営）
75 75 19 7 56

　　幼保連携型認定こども園
　　（民営） 50 50 13 1 37
　　幼保連携型認定こども園
　　（公営） 16 16 5 2 11
　　保育所型認定こども園
　　（民営） 2 2 0 0 2

計 322 306 67 14 239

施設種別

指導監査の実施状況 指導監査の指摘・指導状況

対象数 実施数
文書指摘・文書指導あり

文書指摘・文
書指導なし
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２ 文書指摘・指導事項の延べ件数 

  文書指摘・指導事項のあった１４施設について、内容別延べ件数は次のとおりである。 
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文書指摘 0 0 0 0 0 0 0 0

文書指導 0 0 0 0 0 0 0 0

文書指摘 0 0 0 0 0 1 0 1

文書指導 1 2 0 2 0 2 2 9

文書指摘 0 0 0 0 0 0 0 0

文書指導 0 0 0 0 0 0 1 1

文書指摘 0 0 0 0 0 0 0 0

文書指導 0 0 0 0 0 0 0 0

文書指摘 0 0 0 0 0 1 0 1

文書指導 1 2 0 2 0 2 1 8

文書指摘 0 0 0 0 0 0 0 0

文書指導 0 0 0 0 0 0 0 0

文書指摘 2 1 2 2 0 0 9 16

文書指導 31 13 11 32 10 1 19 117

文書指摘 0 0 0 0 0 0 0 0

文書指導 0 0 1 0 0 0 0 1

文書指摘 0 0 0 1 0 0 0 1

文書指導 0 2 0 0 0 0 1 3

文書指摘 0 0 0 1 0 0 0 1

文書指導 0 0 0 0 0 0 0 0

文書指摘 1 1 0 0 0 0 0 2

文書指導 18 4 3 14 4 1 12 56

文書指摘 0 0 2 0 0 0 7 9

文書指導 3 1 5 5 3 0 0 17

文書指摘 1 0 0 0 0 0 1 2

文書指導 10 4 2 13 3 0 4 36

文書指摘 0 0 0 0 0 0 1 1

文書指導 0 2 0 0 0 0 2 4

文書指摘 0 0 0 0 0 0 0 0

文書指導 0 0 0 0 0 0 0 0

文書指摘 2 1 2 2 0 1 9 17

文書指導 32 15 11 34 10 3 21 126

施設種別

保護施設

老人福祉施設

　　養護老人ホーム

　　軽費老人ホーム（Ａ型）

　　軽費老人ホーム（ケアハウス）

身体障害者社会参加支援施設

児童福祉施設

　　児童厚生施設（児童館）
    （民営）

    児童厚生施設（児童館）

    （公営）

　　児童入所施設
　　(児童養護施設、乳児院、

 　　 母子生活支援施設)（民営）

　　幼保連携型認定こども園
　　（公営）

　　認可保育所（民営）

　　認可保育所（公営）

　　幼保連携型認定こども園

　　（民営）

　　保育所型認定こども園

　　（民営）

計
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３ 主な文書指摘・指導事項 

文書指摘・指導事項の主な内容は、次のとおりである。 

 

（１）老人福祉施設 

①利用者処遇 

・サービス提供中に利用者が負傷し、検査または治療のために保険医療機関を受診

した場合に、県または市町等に報告されていない。 

 

②施設運営管理 

  ・職員または職員であった者が入所者やその家族等の秘密を漏らすことを防ぐため

の対策（誓約書の徴収など）を講じていない。 

・重要事項説明書に預り金に係る説明が記載されていない。 

 

③防犯・防災対策 

  ・不審者対応訓練や防犯講習を実施していない。 

・非常災害に備えるための関係機関や地域注民等との連携、協力体制が十分でない。 

 

④虐待防止 

・「身体的拘束等の適正化のための指針」に必要な内容が盛り込まれていない。 

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会が定期的に開催されていな

い。また、委員会の結果について従業者に周知されていない。 

 

⑤その他 

・福祉サービス第三者評価について、あらかじめ、利用申込者またはその家族に説

明がなされていない。 

 

（２）児童福祉施設 

①利用者処遇 

・健康診断を欠席した児童について、後日受診した結果の記録がない。 

・健康診断の検査項目に「四肢の状態」「検尿」を含めていない。 

・午睡時のチェックを適正な間隔で実施していない。 

・アレルギー疾患の子どもに対し医師の診断指示に基づき対応していない。 

・全体的な食育計画が作成されていない。 

・保健計画が作成されていない。 

・満３歳未満の児童について、個別の指導計画が作成されていない。 

・救急法に関する教育（講習）が実施されていない。 

・事故やヒヤリハットの記録が残されていない。 

・土曜日の保育日誌が作成されていない。 
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・苦情解決結果が第三者委員に報告されていない。 

 

②施設運営管理 

・０歳、１歳児の乳児室・ほふく室の必要面積が基準を満たしていない。 

・園庭の面積が設備運営基準を満たしていない。 

・園庭の各種設備が網羅的に点検対象とされていない。 

・運営規程に土曜日の開所時間が記載されていない。 

・運営規程の各種利用者負担の項目および額等が、園のしおりの内容と異なる。 

・園日誌の作成が無いなど、施設管理の記録が残されていない。 

・新規採用職員に対し個人情報等の取扱いに関する誓約書の取得漏れがある。 

 

③職員確保と職員処遇充実 

・児童の受け入れ時に保育士（保育教諭）が２名以上配置されていない。 

・職員の年間研修計画が作成されていない。 

・雇入れ時の健康診断が適正（法定期限および検査項目）に行われていない。 

 

④防災・防犯対策 

・消防計画を消防署に届出ていない。 

・消火訓練を月１回以上実施していない。また、その記録がない。 

・消防法に定める消防設備の点検を実施していない。 

・消防設備の点検で発見された不良箇所を改善していない。 

・避難通路に障害物が置かれているなど、緊急時の対策が不十分である。 

・保育室など棚の上の家電製品に、転倒・落下防止対策が施されていない。 

・非常災害に対する危機管理マニュアル等が整備されていない。 

・ハザードマップが収集されていない。また、被害想定区域や避難場所等が職員に

周知されていない。 

 

⑤衛生管理 

・医薬品について、期限切れのものがあるなど適切な管理がされていない。 

・調理担当者の検便結果を責任者が確認していない。 

・給食業務の応援に入る栄養士(嘱託)の健康管理チェックを実施していない。 

・受水槽の定期的な清掃および水質検査が実施されていない。 

・調理室の汚染区域と非汚染区域の区分が明確にされていない。 

 

⑥虐待防止 

  ・運営規程に虐待の防止のための措置に関する規定がない。 
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⑦その他 

・教育および保育ならびに子育て支援事業の状況その他の運営の状況について、自

己評価が行われていない。また、その結果に基づき園の運営改善を図るための必

要な措置を講じていない。 

・給食用スキムミルクの受払簿が適正に記録されていない。 
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第４章 介護保険施設等  

 

Ⅰ 指導監査の重点事項 

令和２年度の介護保険施設等に対する指導監査は、以下の項目を重点項目として実施

した。 

１）運営基準等の遵守 

２）利用者処遇の充実 

３）利用者の人権尊重・虐待の防止・身体拘束禁止 

４）介護報酬の算定、請求 

５）福祉サービスの質の向上への取組み 

 

Ⅱ 指導監査結果 

１ 指導監査の実施状況 

県所管８４７事業のうち２５６事業に対し実地指導を計画していたが、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響により実地指導の延期等を行った結果、１１８事業の実施に

留まった。そのうち、２４事業について改善報告を求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うち改善報告

を求めたもの

82 16 16 6 0

介護老人福祉施設 48 6 6 1 0

介護老人保健施設 25 9 9 5 0

介護療養型医療施設 4 0 0 0 0

介護医療院 5 1 1 0 0

765 102 89 18 13

訪問介護 108 21 21 4 0

訪問入浴介護 21 5 5 0 0

訪問看護 112 10 8 2 2

訪問リハビリテーション 6 2 2 0 0

通所介護 129 22 21 8 1

通所リハビリテーション 52 6 4 0 2

短期入所生活介護 149 18 14 0 4

短期入所療養介護 63 18 14 4 4

特定施設入居者生活介護 40 0 0 0 0

福祉用具貸与 43 0 0 0 0

特定福祉用具販売 42 0 0 0 0

847 118 105 24 13

実施状況 是正改善・指導状況

対象数 実施数

是正改善・文書指導事項あり 是正改善・
文書指導
事項なし

計

介護保険施設

居宅サービス事業　

施設等種別　
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２ 是正および改善を要する事項の延べ件数 

改善報告を求めた２４事業について、是正および改善を要する事項の内訳別件数は

次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 主な是正改善・指導事項 

是正改善・指導事項のあった１１８事業について、主な内容は次のとおりである。 

 

（１） 介護保険施設 

①人員基準 

・月ごとの勤務表において、一部職種の勤務実績が記載されていない。 

・従業者の資格証の確認が適切に行われていない。 

施設等種別　

人

員

基

準

設

備

基

準

サ
ー

ビ

ス

計

画

の

作

成

内

容

の

説

明

お

よ

び

同

意

虐

待

防

止

・

身

体

拘

束

禁

止

運

営

管

理

必

要

な

事

項

の

掲

示

秘

密

保

持

対

策

非

常

災

害

対

策

衛

生

管

理

変

更

届

介

護

給

付

費

算

定

そ

の

他

合

計

介護保険施設 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 8

  介護老人福祉施設 2 2

  介護老人保健施設 3 3 6

  介護療養型医療施設 0

　介護医療院 0

居宅サービス事業 0 0 3 0 7 3 0 2 0 0 0 10 0 25

  訪問介護 2 3 1 2 2 10

  訪問入浴介護 0

  訪問看護 2 2

　訪問リハビリテーション 0

  通所介護 1 2 6 9

  通所リハビリテーション 0

  短期入所生活介護 0

  短期入所療養介護 2 2 4

  特定施設入居者生活介護 0

  福祉用具貸与 0

  特定福祉用具販売 0

計 0 0 3 0 10 3 0 2 0 0 0 15 0 33
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②虐待防止・身体拘束禁止 

・身体的拘束等を行った場合、緊急やむを得なかった理由や身体的拘束等の態様お

よび時間（開始と解除）、その際の入所者の心身の状況が記録されていない。 

・「身体的拘束等の適正化のための指針」に盛り込むべき項目（「指針の閲覧に関す

る基本方針」、「適正化のための職員研修に関する基本方針」）が盛り込まれてい

ない。 

・身体的拘束適正化のための従業者に対する研修を、定期的に（年２回以上）実施

していない。 

 

③運営管理 

ア 運営規程、重要事項説明書等の整備 

・運営規程、重要事項説明書等に必要な事項が記載されていない。また、内容が

実態と異なっている。 

イ 勤務体制の確保 

・常勤・非常勤、兼務関係等が分かる従業員の日々の勤務時間を記した月ごとの

勤務表が作成されていない。 

  ウ 事故発生時の対応 

・「事故発生防止のための指針」に入所者に対する必要な事項が記載されていない。 

・事故事例の集計、分析、防止策の検討等がされていない。 

・介護サービス提供中に利用者が負傷し、医療機関を受診した場合に、市町等に

報告していない。 

・事故の防止策を講じた後に、その効果について評価されていない。 

エ 秘密保持 

・従業者または従業者であった者が入所者やその家族等の秘密を漏らすことを防

ぐための対策（誓約書の徴収など）を講じていない。 

・入所者や家族に関する情報を、関係機関に提供する場合に備えた事前同意を得

ていない。 

オ 福祉サービスの質の向上への取組み 

・福祉サービス第三者評価の実施状況等について、入所申込者またはその家族に

対する説明が行われていない。 

 

④非常災害・防犯対策 

・消火器の周囲や避難経路に物が置かれているなど、安全性が確保されていない。 

・自然災害や原子力災害を想定した避難訓練（夜間を含む）が定期的に実施されて

いない。 

・防犯対策として、安全管理責任者の選定や防犯対応マニュアルの整備がなされて

いない。 

・不審者対応の講習や訓練が実施されていない。 
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⑤変更届 

・変更届が必要な事項（運営規程等）について、県長寿福祉課に届け出ていない。 

  

⑥介護給付費の算定 

  ・介護給付費算定の根拠となるサービスの実施記録（提供日時、具体的なサービス

内容、入所者の心身の状況、担当者など）の記入漏れや記入誤りがある。 

  ・加算要件に対して十分な理解がされていない。また、証拠となる記録がない。 

[日常生活継続支援加算] 

・必要な介護福祉士の員数や加算要件に該当するための入所者の割合について、毎

月継続的に確認していない。 

    [排せつ支援加算] 

・６か月以内に排尿・排便に係る状態の評価に改善が見込まれないと判断された入

所者を加算の対象としている。 

 [栄養マネジメント加算] 

・栄養ケア計画の策定にあたり、関連職種が共同して取り組むべき内容（栄養補給・

栄養食事相談・解決すべき事項等）が十分でない。 

・栄養ケア計画について、入所者等への説明がなされていない。 

[経口維持加算] 

・月１回以上必要な入所者の栄養管理を行うための食事の観察記録がない。 

[経口移行加算] 

・経口移行計画の内容が、国が示す計画書の様式例の項目を盛り込んだものになっ

ていない。 

[療養食加算] 

・減塩食（１日につき 6.0ｇ未満）を提供していない日も算定している。 

[個別機能訓練加算] 

・個別機能訓練計画の内容を、入所者等に説明していない。 

・常勤専従の機能訓練指導員の配置が、勤務表上、明確になっていない。 

    [配置医師緊急時対応加算] 

・配置医師等に変更がありながら県に届け出ていない。 

・配置医師等が早朝・夜間または深夜に施設を訪問し診療を行った場合について、

必要な事項（一部）の記載がない。 

    [退所時情報提供加算] 

・入所者等の同意を得ていない。または、同意を確認した際の記録が残されていな

い。 

    [夜勤職員配置加算] 

・基準を満たした職員数の配置確認が十分になされていない。また、延夜勤時間数

が正しく計算されていない。 
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（２）居宅サービス事業 

①各サービス共通 

ア サービス計画の作成 

・計画の作成、説明、同意および交付がサービス提供前に行われていない。 

・サービスの実施状況や目標の達成状況等の評価について、利用者等に説明して

いない。 

・サービス計画の更新が適正に行われていない。 

イ 虐待防止 

・利用者の人権擁護、虐待防止等のための、責任者の設置、従業者に対する人権 

擁護・虐待防止の研修が、定期的（年１回以上）に行われていない。 

・「身体的拘束等の適正化のための指針」において、「入所者等に対する当該指針 

の閲覧に関する基本方針」および「身体的拘束等の適正化のための職員研修に

関する基本方針」が記載されていない。 

ウ 運営管理 

・運営規程、重要事項説明書等の内容が実態と異なっている。（営業日、営業時

間、職員の勤務体制、通常の事業の実施地域、利用料など） 

・運営規程や契約書等に規定するサービス提供記録の保存期間が「完結の日から

５年間」となっていない。 

・利用者と交わした重要事項説明書、契約書等に不備がある。（契約日、契約期

間、利用者名の記載漏れなど） 

・日常生活費等のサービス内容や費用の額が、運営規程、重要事項説明書に明示

されていない。 

・従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、兼務関係を明確にした月ごとの

勤務表を作成していない。 

・研修を実施（に参加）した際の記録がない。また、内部研修を実施した際の参

加者が少数にとどまっている。 

・介護職員に対する「事故防止のための研修」が年２回以上行われていない。 

・職員（一部を含む。）の資格や免許を証明する書類を備え付けていない。 

・苦情や事故の原因、再発防止策等を検討、記録していない。 

・サービス提供中に利用者が負傷し、医療機関で受診した場合に、行政機関（市

町等）に報告されていない。 

・苦情処理の仕組みとして、第三者委員が設置されていない。また、設置されて

いたが欠員が生じたままになっている。 

エ 秘密保持 

 ・従業者または従業者であった者に対して秘密保持誓約書を徴取していない。 

 ・サービス担当者会議等で利用者の家族の情報を用いる場合に備えて、あらかじ

め家族から個人情報提供に係る同意を得ていない。 
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オ 福祉サービスの質の向上への取組み 

・福祉サービス第三者評価について、利用申込者またはその家族に対する説明が

行われていない。（対象事業：訪問介護、通所介護） 

カ 非常災害・防犯対策 

・水害や土砂災害、地震等に対処するための非常災害対策計画を整備していない。 

 また、これらの計画は整備しているものの、避難・救出訓練を定期的に実施し

ていない。 

・日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力

してもらえるような体制の整備が行われていない。 

・防犯対策として、安全管理責任者の選定や、防犯対応マニュアルの整備、不審

者対応訓練などの措置を講じていない。 

キ 介護給付費の算定 

・介護給付費算定の根拠となるサービスの実施記録（提供日時、具体的なサービ

ス内容、利用者の心身の状況、担当者など）の記入漏れや記入誤りがある。 

・各種加算の要件や趣旨に沿った計画の作成や、サービス提供および必要人員の

配置を確認できる書類、記録等が不十分である。 

 

②訪問介護 

ア サービス計画の作成 

・訪問介護計画について、担当する訪問介護員等の氏名、サービスの具体的内容、

所要時間、日程等が明らかになっていない。 

・居宅介護支援事業所から最新の居宅サービス計画を受け取っておらず、当該計

画に沿った訪問介護計画を作成していない。 

イ 介護給付費の算定 

［特定事業所加算］ 

 ・訪問介護員等ごとの研修の記録が保存されていない。 

 ・一部の職員（常勤、非常勤）について、定期的な健康診断が実施されていない。 

 ・留意事項の伝達や技術指導会議の記録に登録ヘルパーの記載がない。 

 ［早朝・夜間、深夜加算］ 

 ・居宅サービス計画および訪問介護計画に記載されているサービス提供時間に誤

りがある。 

 

③訪問看護 

ア 介護給付費の算定 

 ［サービス提供体制強化加算］ 

 ・従業者ごとの研修の記録が保管されていない。 
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④通所介護・通所リハビリテーション 

ア 人員基準 

・提供日ごとに、必要な職種（生活相談員、看護職員、介護職員）が必要な時間

配置されていない。 

イ サービス計画の作成 

 ・通所介護計画に従ったサービス目標の達成状況が記録されていない。また、計

画の実施状況や評価について、利用者またはその家族に説明がなされていない。 

ウ 運営管理 

 ・サービス提供の実施記録について、入浴の実施の有無に記載漏れが見受けられ

るなど、実際に提供したサービス内容が適切に記録されていない。 

エ 介護給付費の算定 

 ［個別機能訓練加算］ 

 ・非常勤の機能訓練指導員だけが配置されている日にも加算を算定している。 

 ・機能訓練指導員が行うべき利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、Ｉ

ＡＤＬ等）の確認記録が、国が示すチェックシートに沿っていない。 

・個別機能訓練計画に基づき行った機能訓練の効果、実施時間、実施方法等につ

いて評価がなされていない。 

・個別機能訓練計画の内容や評価、進捗状況等について、利用者またはその家族

に説明していない。 

［サービス提供体制加算］ 

・介護職員の総数に対する介護福祉士の占める割合を、届出時以降、継続的な確

認をしていない。 

［中重度ケア体制加算］ 

 ・通所介護を行う時間帯を通して、専ら提供に当たる介護職員を１名以上配置し

ていない。 

・指定居宅サービス等基準に規定する看護職員または介護職員の必要人員につい

て、歴月ごとの確認をしていない。 

 

⑤短期入所生活介護・短期入所療養介護 

※介護保険施設と共通の事項は同施設にて記載 

ア 運営管理 

・概ね４日以上連続して利用することが予定されている利用者について、短期入

所生活介護計画を作成していない。 

イ 介護給付費等の算定 

［サービス提供体制強化加算］ 

 ・介護職員の総数に対する介護福祉士の占める割合について、正しい計算方法を

用いて算出していない。 
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［夜勤職員配置加算］ 

 ・延夜勤時間数を正しく計算していない。 

  

４ 自主返還状況 

  実地指導における指摘によって、事業者が行った介護報酬等の自主返還の概要は次

のとおりである。 

（１）自主返還の件数・金額 

    ２件  ３３６，５８０円（令和３年４月末時点の確定分） 

（２）自主返還の内容 

事業種別 自主返還の内容 

介護老人福祉施設 〔排泄支援加算〕 

排せつ支援加算について、特別な対応を行った場合にも６

か月以内に排尿・排便に係る状態の評価に改善が見込まれな

いと判断された複数の入所者に対して、加算の算定を行って

いた。 

介護老人保健施設 〔療養食加算〕 

 腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩

食については、総量 6.0ｇ未満の減塩食をいうが、心臓疾患

等をもつ入所者に対して、一日 6.0ｇ以上の減塩食を提供し

ている日に加算を算定していた。 

通所介護 

 

〔基本報酬〕 

サービス提供記録により確認できる提供回数と、介護報酬

の請求が一致しないケースがあった。 

 

〔個別機能訓練加算（Ⅰ）〕 

 個別機能訓練加算（Ⅰ）については、常勤専従の機能訓練

指導員がサービス提供時間帯を通じて従事する必要がある

が、非常勤の機能訓練指導員だけが配置されている日にも誤

って算定していた。 
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第５章 障害福祉サービス事業者等 

 

Ⅰ 指導監査の重点事項 

令和２年度の障害福祉サービス事業者等（障害児入所施設設置者、障害児通所支援事

業者を含む。）に対する指導監査は、以下の項目を重点項目として実施した。 

１）運営基準等の遵守 

２）利用者処遇の充実 

３）利用者の人権尊重・虐待の防止・身体拘束禁止 

４）障害福祉サービス給付費の算定 

５）福祉サービスの質の向上への取組 

 

Ⅱ 指導監査結果 

１ 指導監査の実施状況 

県所管５７５事業のうち１４７事業に対し実地指導を計画していたが、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響により実地指導の延期等を行った結果、１０１事業の実施と

なった。そのうち、１３事業について改善報告を求めた。 

うち改善報
告を求めた
もの

18 7 3 0 4

440 73 48 10 25
居宅介護 71 11 8 1 3

重度訪問介護 60 10 5 1 5

同行援護 18 5 1 0 4

行動援護 15 3 1 0 2

生活介護 38 12 8 1 4
短期入所 31 10 5 1 5
共同生活援助 71 7 7 2 0
自立訓練 9 1 0 0 1
就労移行支援 20 1 1 0 0
就労継続支援Ａ型 40 6 6 1 0
就労継続支援Ｂ型 64 7 6 3 1
就労定着支援 1 0 0 0 0
療養介護 2 0 0 0 0

42 8 0 0 8
地域移行支援 22 4 0 0 4
地域定着支援 20 4 0 0 4

70 13 9 3 4
児童発達支援 20 4 4 1 0
放課後等デイサービス 40 6 4 2 2
保育所等訪問支援 9 3 1 0 2
居宅訪問型児童発達支援 1 0 0 0 0

5 0 0 0 0
福祉型障害児入所施設 2 0 0 0 0
医療型障害児入所施設 3 0 0 0 0
　計 575 101 60 13 41

事業等種別

実施状況 是正改善・文書指導状況

対象数 実施数

是正改善・文書指導事項あり
是正改善・
文書指導
事項なし

障害者支援施設

障害福祉サービス事業

相談支援事業

障害児通所支援事業

障害児入所施設
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２ 是正および改善を要する事項の延べ件数 

改善報告を求めた１３事業について、是正および改善を要する事項の内訳別件数

は次のとおりである。 

事業等種別

人
員
基
準

設
備
基
準

サ
ー

ビ
ス
計
画
の
作
成

内
容
の
説
明
お
よ
び
同
意

虐
待
防
止
・
身
体
拘
束
禁
止

運
営
管
理

必
要
な
事
項
の
掲
示

秘
密
保
持
対
策

非
常
災
害
対
策

衛
生
管
理

変
更
届

給
付
費
の
算
定

そ
の
他

合
計

障害者支援施設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

障害福祉サービス事業 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 4 6 15

　　　　居宅介護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

　　　　重度訪問介護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

        同行援護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　　　行動援護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　　　生活介護 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

　　　　短期入所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

　　　　共同生活援助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

　　　　自立訓練 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　　　就労移行支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　　　就労継続支援Ａ型 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

　　　　就労継続支援Ｂ型 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4

　　　　就労定着支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　　　療養介護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相談支援事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

        地域移行支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

        地域定着支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

障害児通所支援事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6

        児童発達支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

　　　　放課後等デイサービス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5

        保育所等訪問支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

        居宅訪問型児童発達支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

障害児入所施設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

        福祉型障害児入所施設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

        医療型障害児入所施設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 10 6 21  
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３ 主な是正改善・指導事項 

是正改善・指導事項のあった６０事業について、主な内容は次のとおりである。 

 

（１） 人員基準 

・管理者を兼務するサービス提供責任者が、居宅介護計画の策定等に十分な時間を

確保できていない。 

 

（２） 設備基準 

  ・相談室が別の用途に転用されている。 

   

（３） サービス計画の作成 

・個別支援計画の見直しが定期的に行われていない。 

・個別支援計画の作成にあたり、利用者およびその保護者や、職員の意見を取り入

れていない。 

・居宅介護計画書に、提供するサービスの具体的内容およびその標準的な所要時間

を明記していない。 

・モニタリングが定期的に実施されていない。 

・モニタリングが前回計画の目標とそれに基づく支援内容に対して行われていない。 

・モニタリングの実施記録、新個別支援計画原案、担当者会議録を正しく作成して

いない。 

 

（４）内容・手続きの説明および同意 

・個別支援計画を利用者またはその保護者に交付、説明していない。 

・居宅介護の利用開始時に、訪問介護の様式で利用者の了承を得ていた。 

 

（５）虐待防止・身体拘束禁止 

・従業者に対して、人権擁護、虐待防止等に関する研修を実施していない。 

・身体拘束に関する実施記録を具体的に記載していない。 

 

（６）運営管理 

①運営規程、重要事項説明書等の整備 

・運営規程、重要事項説明書の記載が不適切である。 

・運営規程、重要事項説明書の内容が実態と合っていない。また、整合性がない。 

・重要事項説明書に利用者負担の料金内訳や、各費用の用途が明記されていない。 

・サービス提供記録が作業内容や勤怠の記録だけで、どのような支援を行ったかの

記録を残していない。 

[重要事項説明書の記載が不適切であった例] 

・提供するサービス事業の名称や定員数等に誤りがある。 
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・苦情解決担当者や虐待防止責任者が退職している。 

・苦情等の相談窓口に、福井県運営適正化委員会や市町の障害福祉サービス担当部

署の記載がない。 

 

②給付費の額の通知 

・利用者に対し、市町から支給された給付費の額を通知していない。 

・工賃の目標水準や前年度工賃の平均額を利用者に通知していない。 

 

③研修体制の確保 

・従業者に研修の機会を確保していない。また、研修の記録が残されていない。 

   

  ④防犯対策 

・安全管理責任者を任命していない。 

・防犯対策マニュアル（不審者対応等）を作成していない。 

  ⑤その他 

・苦情解決の体制について、事業所と雇用関係にある者を第三者委員としている。 

 

（７）必要な事項の掲示 

・事業所の見やすい場所に、運営規程の概要や重要事項が掲示されていない。 

 

（８)秘密保持対策 

・利用者の個人情報を広報目的で利用することへの同意について、利用者に承諾、

拒否の選択肢が与えられていない。 

    

（９）非常災害対策 

・定期的な避難訓練および消火訓練が行われていない。また、その記録がない。 

・非常口や避難経路に物品が置かれており、避難時の妨げとなるおそれがある。 

・消防設備の点検を実施していない。 

・施設内の高所に物が置かれている、パーテーションの安定脚が床から浮いている

など、事故の未然防止対策が十分でない。 

 

（１０）衛生管理 

・検温による感染症拡大対策において、事業所が設定した基準体温を超えている利

用記録があった。 

 

（１１）変更届 

・サービス提供責任者の変更を、県障がい福祉課に届け出ていない。 
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（１２）給付費の算定 

  [居宅介護、同行援護 サービス費]  

・居宅介護に要する標準的な時間で所定単位数を計算していない。 

 

  [就労継続支援Ａ型 サービス費] 

・利用者の在宅勤務に対する支援について、実績記録票に実績が明記されていない。 

 

[放課後デイサービス 給付費]  

・電話による代替支援について、実績記録票に実績が明記されていない。 

・請求日と記録上のサービス提供日が整合していない。 

 

 [欠席時対応加算］（生活介護、放課後等デイサービス） 

・当該利用者の状況、相談援助の内容等に関する具体的な記録がない。 

 

［食事提供体制加算]（生活介護、就労継続支援Ａ型、Ｂ型） 

・検食を行った記録（検食者、検食時刻、異常の有無等）を残していない。 

 

[施設外就労加算］（就労継続支援Ａ型） 

・重要事項説明書に施設外就労の支援を提供する旨を明記していない。 

・施設外就労先との契約が請負の内容となっていない（費用負担、料金等）。 

・施設外就労により就労している利用者の訓練目標を明確に定めていない。 

・施設外就労を提供する際の、訓練目標に対する達成度の評価等の記録が残されて

いない。 

 

（１３）その他 

・共同生活援助にて代理受領した特定障害者特別給付費（家賃補助）を、家賃以外

の費用に充当している。 

・利用者負担額の費目および金額が、事前の説明から大きく乖離している。 

・空き室に外部から動物が入り込んでいた。 

 

４ 自主返還状況 

  実地指導における指摘によって、事業者が行った介護給付費、訓練等給付費等の自

主返還の概要は次のとおりである。 

（１）自主返還の件数・金額 

２件  ６９４，５２０円（令和３年４月末時点の確定分） 
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（２）自主返還の内容 

事業種別 自主返還の内容 

短期入所 ［短期入所加算］ 

指定短期入所等の利用を開始した日から起算して１年につ

き３０日を限度として加算するものであるが、限度を超えて

算定しているものがある。 

就労継続支援Ｂ型 ［福祉専門職員配置等加算（Ⅲ）］ 

 職業指導員等のうち、常勤職員が７５％以上または勤続３

年以上の常勤職員が３０％以上の場合に算定できるが、この

条件を満たしていない期間についても算定していた。 

［施設外就労加算］ 

 加算の要件である個別支援計画での作業内容の明記や目標

設定、定期的な面談等が行われていない。 

［送迎加算（Ⅰ）］ 

 平均的に１０人以上が利用し、かつ、週３回以上の送迎を

実施している場合に算定できるが、平均的に１０人以上の利

用がないにもかかわらず算定していた。 

児童発達支援  [欠席時対応加算] 

欠席連絡を受けた際の記録に連絡調整や相談援助に関する

記載が残されていない。さらに、対応手順等の整備や職員の

理解も十分でない。 

放課後等デイサー

ビス 

［給付費］ 

 電話による代替支援について、適正な記録がない。 

［定員超過利用減算］ 

厚生労働省が発出したＱ＆Ａから、新型コロナウイルス感

染症影響下においては当該減算の算定は不要と考え、利用定

員を１０名減少させたにもかかわらず従前の規模で利用者を

受け入れ続けた。 

［児童指導員等加配加算］ 

 職員の退職や異動のため、加配の基準を満たせていない。 

［欠席時対応加算］ 

 一度の連絡で複数日の欠席連絡を受けた際、欠席となった

全ての利用予定に対して加算を算定していた。 

 


